
平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

一

二

四

号

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
伴
う
競
争
環
境
の
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

小

池

政

就
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電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
伴
う
競
争
環
境
の
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
八
十
五
回
国
会
に
お
い
て
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
第
一
段
階
と
し
て
の
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成

立
し
た
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
三
日
）
。

電
力
市
場
に
お
け
る
市
場
原
理
の
導
入
拡
大
を
目
的
と
す
る
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
、
政
府
に
お
い

て
は
、
新
規
事
業
者
の
市
場
参
入
を
促
進
す
る
た
め
、
既
存
の
一
般
電
気
事
業
者
に
比
し
て
新
規
事
業
者
を
有
利
に
扱
う
い
わ

ゆ
る
非
対
称
規
制
の
導
入
が
図
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
電

力
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
改
革
方
針
」
で
は
、
競
争
の
進
展
を
目
的
と
し
て
一
般
電
気
事
業
者
へ
の
料
金
規
制
を
経
過
措
置
と
し

て
継
続
す
る
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
十
五
年
六
月
五
日
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
の
審
査
で
も
、
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
庁
電
力
・
ガ
ス
事
業
部
長
の
糟
谷
政
府
参
考
人
か
ら
は
、
非
対
称
規
制
の
内
容
と
し
て
「
第
二
段
階
か
ら
第
三
段
階
ま

で
の
間
、
一
般
電
気
事
業
者
に
つ
い
て
規
制
料
金
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
明
確
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
」
と
の
答

弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
新
規
参
入
事
業
者
に
比
し
て
既
存
の
一
般
電
気
事
業
者
の
電
気
料
金
を
高
く
設
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
非
対
称
規
制
の
導
入
を
図
る
趣
旨
と
受
け
と
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
非
対
称
規
制
の
在
り
方
に
つ
き
、
以
下
の

点
を
明
確
に
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

一



一

今
国
会
で
成
立
し
た
改
正
法
に
お
い
て
は
、
上
記
の
糟
谷
政
府
参
考
人
の
答
弁
に
反
し
、
非
対
称
規
制
の
内
容
が
「
明
確

に
書
い
て
」
あ
る
と
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
上
記
閣
議
決
定
の
趣
旨
及
び
糟
谷
政
府
参
考
人
の
発
言
内
容
に
沿
っ
た
非
対

称
規
制
に
つ
い
て
、
改
正
法
の
ど
の
条
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。

二

経
済
産
業
省
に
お
け
る
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
基
本
政
策
分
科
会
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
小
委
員
会
制
度
設
計
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）
で
は
、
経
過
措
置
期
間
に
お
い
て
現
行
の
一
般
電
気
事
業
者
が
自
由

に
料
金
を
設
定
で
き
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
第
二
回
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
資
料
三－

一
第
二
十
三
ペ
ー
ジ
、
第

三
回
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
資
料
四－

一
第
十
六
お
よ
び
十
七
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
日
の
参
議
院

経
済
産
業
委
員
会
で
は
、
糟
谷
政
府
参
考
人
が
一
般
電
気
事
業
者
が
自
由
に
料
金
を
設
定
す
る
こ
と
は
第
二
段
階
以
降
も
可

能
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
三
段
階
に
お
け
る
電
気
料
金
の
全
面
自
由
化
の
た
め
の
電
気
事
業
法
の
改
正
を
経
ず
と

も
、
一
般
電
気
事
業
者
の
自
由
な
電
気
料
金
の
設
定
を
可
能
に
す
る
た
め
の
議
論
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論

は
、
結
局
に
お
い
て
規
模
の
経
済
に
勝
る
一
般
電
気
事
業
者
が
新
規
参
入
事
業
者
を
市
場
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
容
易
に
す

る
も
の
で
あ
り
、
健
全
な
競
争
環
境
整
備
の
た
め
に
非
対
称
規
制
を
導
入
す
る
と
の
上
述
の
閣
議
決
定
、
政
府
参
考
人
答
弁

及
び
改
正
法
の
規
定
の
趣
旨
と
相
違
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



三

以
上
の
ほ
か
、
政
府
は
電
気
の
全
面
自
由
化
に
際
し
て
新
規
の
事
業
参
画
者
を
促
す
競
争
政
策
に
つ
き
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
施
策
を
い
つ
行
う
の
か
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


